
○介護ロボット等の開発の加速化のため
の支援【老健局】 

・介護ロボット等の開発・普及に必要な支
援を一体的に提供できる拠点施設での
取組の推進等 

 

○ 効果的・効率的な介護サービス提供
のためのモデル事業の実施等 

・介護施設や居宅介護支援事業所等のＩ
ＣＴ化等のモデル事業を実施【老健局】 

 （生産性の向上、事業者間連携等） 

・産学官のプラットフォームの構築【社会局】 

                     など 

サービスを効果的・効率的に 
提供するための生産性向上 

①福祉ニーズの多様化・複雑化 
 
 複合的なニーズを有する場合や分野横
断的なニーズ等への対応が課題 

    

②高齢化の中で人口減少が進行 
 
 地域の実情に応じた体制整備や人
材確保が課題 

背景・課題 

○ 地域包括支援体制の構築【社会局】 

・多機関・他分野協働による新たな地域
包括支援システムを構築 

 

 ○ ひとり親家庭の相談窓口のワンス  
トップ化の推進【雇児局】 

 ・子育て、教育、生活、就業に関する相
談をワンストップで行える体制を整備 

 

○ 生活保護受給者等の居住確保 
  【社会局】 

 ・在宅生活の見守りや福祉サービスと
の連携の下、居住確保を支援 

                    など 
 

地域の福祉サービスの 
包括的な提供の仕組み 

サービスを効果的・効率的に 
提供するための生産性向上 

地域の福祉サービスに係る新たなシ
ステムを担う人材の育成・確保 

課題解決のための主要な取組 

壮年の引きこもり
と老親が地域で

孤立 

若年性認知症や
高次脳機能障害 

障害のある生活困窮者 

難病患者・がん患
者の就労支援 

     地域の福祉サービスに係る新たなシステムの構築  73億円（推進枠） 

○潜在介護福祉士・保育士対策の強化 
  【社会局】・【雇児局】 

・離職した介護福祉士の届出システムの 
構築 

・潜在保育士に対する保育所の優先利
用・保育料の補助等 

○質の高い介護人材の養成の推進 
  【社会局】 

  ・介護福祉士国家試験の合格を目指す
学生等に対する修学資金の貸付 

○介護人材の機能分化に資する研修  
プログラムの開発【社会局】 

 ・マネジメントや他職種との連携能力向
上に資する研修プログラムの開発 

                    など 
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「地域の福祉サービスに係る新たなシステムの構築」に関する事業一覧  
＊社：社会・援護局（社会）、障：障害保健福祉部、児：雇用均等・児童家庭局、老：老健局 〔単位：千円〕

1-1 包括的な相談システムの構築 社 1,883,000

1-2 福祉のまちづくりアワード選考・開催 社 18,477

2 ひとり親家庭への総合的な支援のための相談窓口の強化事業（ひとり親家庭集中相談体制の整備） 児 242,700

3 生活保護受給者等の居住確保の推進 社 1,159,500

4 社会福祉法人制度改革への対応 社 808,779

5 生活保護制度の見直し検討のための調査・研究 社 232,048

6 生活保護における年金調査の推進 社 300,000

4,644,504

7-1 介護ロボット開発加速化事業 老 500,000

7-2 （ロボット技術を活用した自立支援機器開発促進（障害者自立支援機器等開発促進事業） 障 83,200

7-3 地域における障害者自立支援機器の普及促進事業（地域生活支援事業） 障 470億円の内数

   　 〈各論1〉
ニーズに対応できる地域の福祉
サービスの提供の仕組み

視点 事業名 所管部局*

　7　介護ロボット・福祉用具の開発・普及

28年度
要望額

番号

   　 〈各論2〉
サービスを効果的に提供するため
の生産性の向上
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8-1 居宅事業所間の効率的連携促進事業 老 159,361

8-2 介護施設等の効率性向上促進等事業 老 225,328

8-3 小規模事業者を含む地域の事業者の連携事業 社 52,068

8-4 産学官の協働による介護活性化・生産性向上推進拠点の整備 社 20,808

9-1 介護福祉士等修学資金貸付金事業 社 (613,200)

9-2 離職した介護福祉士の届出システムの構築 社 (341,823)

1,040,765

- 【再掲】介護福祉士等修学資金貸付金事業（№9-1） 社 613,200

- 【再掲】離職した介護福祉士の届出システムの構築（№9-2） 社 341,823

10 潜在保育士の再就職支援 児 668,076

11 マネジメント・他職種連携能力向上研修プログラムの開発・実施 社 10,177

1,633,276

7,318,545

　9　質の高い介護人材の確保（各論３で後述）

合　　　　　　　　　計

　8　効果的・効率的な介護サービス提供のためのモデル事業

   　 〈各論3〉
新たなシステムを担う人材の育成・
確保

   　 〈各論2〉
サービスを効果的に提供するため
の生産性の向上



○ 我が国の福祉サービスは、高齢、障害、児童その他対象者ごとに専門的サービスが充実してきたところ。他方、福祉ニーズの多様化・
複雑化や人口減少など地域社会が変容する中で、単独の機関によるアプローチでは、十分対応できないケースも浮き彫りになってい
る。 

 
○ 既存の支援体制の存在や地域によって実情が異なることも踏まえながら、こうした新たな課題に対応するため、 
 ・ 地域の中で「狭間のニーズ」を掬い取り総合的な見立てとコーディネートを行う機能を強化する 
 ・ 多機関・関係者の連携を強化し社会資源の開発を図る 
 ・ 支援人材を育成しつつ、包括支援のノウハウを全国展開する 
 などの取組を通じ、多機関・多分野協働による新しい包括的な相談支援システムを構築する。 

障害者相談支援事業 
（障害者向け相談窓口） 

地域包括支援センター 
（高齢者向け相談窓口） 

児童相談所等 
（子育て家庭向け相談窓口） 

【自立相談支援事業（生活困 
 窮者向けの相談窓口）等】 

相談窓口のワンストップ化 
や 

既存の相談窓口機能の強化 

寄付等 

壮年の引きこもり
と老親が地域で

孤立 
若年性認知症や
高次脳機能障害 

障害のある生活困
窮者 

難病患者・が
ん患者の就労

支援 

福祉事務所 
（生活保護の相談窓口） 

社会福祉協議会 
（権利擁護等の相談窓口） 

【地域の中で複合的な課題を抱える要援護者】 

① アウトリーチを含む包括的な相談対応 
② 世帯のニーズの総合的なアセスメントと支援の
コーディネート 

③ ネットワーク強化や関
係機関との調整 

④ 必要な社会資源の開発 

【企業】 

その他 
（地域生活定着支援センター、 
ひきこもり地域支援センター、 
難病相談支援センター等） 【包括的相談支援推進員（仮称）の配置】 

（推進枠を活用） 
医療 雇用 

司法 農業 

包
括
的
な
相
談
支
援
を
具
体
化
す
る
た
め
の
シ
ス
テ
ム 

を
整
備
し
、
こ
う
し
た
取
組
を
全
国
に
展
開 

【国】 

取組状況
を把握 

ネット
ワーク
構築の
手法 

情報共
有の手

法 

社会資
源創出
の手法 

人材育
成 

保健福祉の連携だけでなく、 
雇用と福祉や、農業分野での困
窮者雇用など異分野連携を推進 

教育 

保健所・ 
市町村保健センター 

（地域保健の相談窓口） 

【住民】 

参加 

誰もが「制度の狭間」に置かれることなく、適切な支援が受けられるよう、本
人のニーズを起点とした支援体制を構築する。そのために、地域に働きか
け地域住民の参画を得てネットワークの強化と「地域づくり」を行う。 

社会福祉法人 

包括的な相談支援システムの構築 要望額：１８．８億円 №１－１ 
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⑤ 寄付等の働きかけ 



分 野 関係機関等 具体的な支援メニュー（例） 

福祉相談窓口 

自治体本庁 
各種福祉制度等の相談、年金、障害者手帳
取得等の各種申請等 

福祉事務所 生活保護制度の相談 

社会福祉協議会 
生活福祉資金貸付事業、日常生活自立支援
事業、ボランティア活動等 

仕事・就労 
ハローワーク、地域若者サポートステーション、職業訓練
機関、就労支援をしている各種の法人・団体（認定就労訓
練事業の事業所を含む）等 

求人情報提供、職業相談・職業紹介 
求職者支援制度、職業訓練、就労の場の提
供等 

家計 
家計相談支援機関、日本司法支援センター（法テラス）、
弁護士（会）、消費生活センター（多重債務者等相談窓
口）等 

多重債務等の問題解決、家計からの生活再
建支援等 

経済 商店街・商工会議所、農業者・農業団体、一般企業等 
就労の場の提供、職業体験、インターン
シップ等 

医療・健康 
保健所、保健センター、病院、診療所、無料低額診療事業
を実施する医療機関 

健康課題の把握・解決等 

高齢 地域包括支援センター、居宅介護支援事業所等 高齢者の相談支援等 

障害 
障害者相談支援事業所、障害者就業・生活支援センター、
障害福祉サービス事業所等 

障害者の生活および就労等に関する相談支
援、障害福祉サービスの提供支援等 

 現行の地域における分野別の相談窓口 
参考 
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分 野 関係機関等 具体的な支援メニュー（例） 

子育て・教育 

家庭児童相談室、児童家庭支援センター、児童相談所、地域
子育て支援センター、その他子育て支援機関、学校、教育機
関、ひきこもり地域支援センター、フリースクール、学習支
援機関等 

虐待・DV等の相談支援、子育て支援、 
ニート・ひきこもりの相談支援、学習支
援、居場所の提供等 

刑余者等 
更生保護施設、自立準備ホーム、地域生活定着支援センター
等 

刑余者や非行のある少年等に対する自立
更生のための相談支援（生活基盤確保、
社会復帰・自立支援）等 

地域 

民生委員・児童委員、地域住民、町内会・自治会、社会福祉
法人、ＮＰＯ、ボランティア団体、警察、日常生活に関わる
民間事業者（郵便・宅配事業者、新聞配達、コンビニエンス
ストア、電気・水道・ガス等の公共インフラ事業者）等 

対象者の把握・アウトリーチ、見守り活
動、社会参加支援、居場所の提供、ピア
サポート等 
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○ 家族関係や地域社会の変容等に伴い、福祉ニーズの多様化、抱える困難の複合化、必要な支援の複雑化 
 が進むとともに、人口の減少局面に入っていることを踏まえ、誰もが支え・支えられる社会の実現を目指しつ 
 つ、これまで以上に地域の実情を踏まえた効果的かつ効率的な福祉サービスの提供体制を構築していくこと 
 が必要。 
 
○ そうした中で、例えば、複合的な課題に対応できる包括的な相談支援体制を構築する取組や、対象者を問

わない総合的なサービス提供の取組、生産性の高い効率的なサービスを提供するための取組など、自治体
における創意工夫ある効果的な取組事例について、全国で横展開を図っていく観点から、これらを集約し、広
く周知を図るとともに、関係者を集め、自治体からの事例発表、当該事例についての有識者による講評などを
行う「福祉のまちづくり！アワード」を開催する。 

国（実施主体） 

委
託 

民間団体 

①先進的な福祉のまちづくりに取り
組む自治体の取組状況を整理 

②選考委員会の開催 

③「福祉のまちづくり！アワード」
の開催 

○ 「包括的支援体制構
築事業」を実施する100
自治体の取組内容をヒ
アリングの上、整理。 

○ 選考委員会は、学識
者、自治体関係者、福祉
団体関係者などから構
成。 

○ 選考基準の策定。 
○ 特に優良な事例の選考 

○ 1次選考で選ばれた１０
自治体が自らの取組につい
てプレゼン。 

○ プレゼンの内容等を踏ま
え、選考委員が大賞を決
定。 

各自治体の取組状況
は事例集として取りま

とめ、広く周知 

（１０カ所程度を選考） 

【事業のイメージ】 

福祉のまちづくり！アワードの開催 №１-2 
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要望額：０．２億円 



相談窓口のワンストップ化の推進 
～ひとり親家庭集中相談体制の整備等～ 

○ひとり親家庭の相談窓口に、母子・父子自立支援員に加え、就業支援専門員の配置を進め、子育て・生活に
関する内容から就業に関する内容まで、ワンストップで相談に応じることができる体制を整備し、必要に応じ
て、他の支援機関につなげることにより、総合的・包括的な支援を行う体制を整える。 

○児童扶養手当の現況届の時期等（集中相談期間）に、子育て・生活、就業、養育費の確保など、ひとり親が抱
える様々な課題をまとめて相談できる体制の構築を支援する。 

 ※これにより、自治体が集中相談期間以降もひとり親家庭を継続的にフォローすることが可能 

概要 

母子家庭等就業・自立
支援センター 

ハローワーク 

弁護士等 

公営住宅担当部局 

子育て世代 
包括支援センター 

保育所等 
担当部局 

児童扶養手当 
担当部局 

婦人相談所 
配偶者暴力相談支援センター 

婦人保護施設 
母子生活支援施設等 

ＵＲ、民間賃貸事業者 

ひ
と
り
親
家
庭 

特に 
児童扶養手当の現況届の 
時期（８月）に困りごとを 

まとめて相談 

ひとり親支援の相談窓口 
（福祉事務所 または 子育て支援窓口） 

 

相談員が 
寄り添い型支援 

生活困窮者自立支援制度の 

相談窓口（平成２７年度施行） 

№２ 
要望額：2.4億円 
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○ 本年５月の川崎市の簡易宿泊所火災を踏まえ、簡易宿泊所に入居する生活保護受給者の居住の確保を推進するため、国土交通省と
連携しつつ、転居支援の充実・強化を図ることが必要。 

○ また、本年７月からの住宅扶助基準見直しの円滑な施行を図るため、生活保護受給者に対する安価で質の良い住居確保の支援を図
るとともに、貧困ビジネスへの対応として劣悪な施設からの転居支援を行うことが必要。 

○ このため、平成２５年度から実施してきた「居住の安定確保支援事業」を充実・強化し、全国的な支援を実施する。 

○ 併せて、今後、生活保護受給者・生活困窮者の居住確保の在り方について、国交省や省内関係部局等と検討していく。 

生活保護受給者等の居住確保の推進 

現状・課題 

（生活保護受給者） 

○ 簡易宿泊所等の住環境等が劣悪な住居に居住する高齢受給者の
増加 

○ 平成２７年７月からの住宅扶助基準の見直しの円滑施行のため、
安価で質のよい住居確保の支援が必要 

○ いわゆる貧困ビジネスへの対応 

○ 新たな住宅における近所つきあいなど転居に伴う不安 

（家主等） 

○ 空き部屋の増加に伴う収入減 

○ 安定的な家賃収入の確保 

○ 入居者に対する見守り支援 

○ 転居後のアパート等の清掃の対応 

１ 事業内容 

 ①安価で質の良い住宅のリスト化 

 ②不動産業者への同行や現地確認による民間アパートへの
入居支援 

 ③在宅生活を送る上で必要な見守りや受給者の課題に応じ
た寄り添い型支援の実施 

 ④居住支援協議会、不動産仲介業者、地域住民、介護サー
ビス事業者等との連携強化 

 ⑤家賃の代理納付の促進 
  ※ 生活困窮者の居住確保についても、生活困窮者自立支援法に    

   基づく自立相談支援機関と連携して必要な支援を実施する。 

 
２ 実施主体  都道府県、市、福祉事務所を設置する町村 

  ※社会福祉法人、NPO法人等に委託可 

 
３ 補助率 ３／４ 

事業内容等 

趣 旨 

№３ 
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       社会福祉法人制度改革への対応【新規】（推進枠） 

○ 社会福祉法人制度改革において、福祉サービスの供給体制の整備及び充実を図るために、社会福祉法人制度につ

いて経営組織のガバナンスの強化、事業運営の透明性の向上、財務規律の強化（社会福祉事業又は地域における公

益的な取組への計画的な再投資等）を図ることにより、地域における相談支援等、多様な福祉ニーズに対応する社

会福祉法人の役割を徹底することとしている。 

○ その一環として、社会福祉法人の法人を単位とした運営状況及び財務状況に係る情報について、国において一覧

性・検索性を持たせたデータベースを整備・構築することにより、法人運営の透明化・適正化を図る。 

○ 併せて、評議員会の必置化に関する法人支援体制の構築等の自治体支援を行う。 

要旨 

事業の流れ 

所轄庁 

多様な福祉ニーズへの対応 

社会福祉充実計画 

法人 

計画の承認 

国 

データベースの構築（6.9億円） 

自治体支援（1.2億円） 

財務諸表の収集・分析 

１．評議員会の必置化に関する法人支援体制の構築支援 
２．財務会計に係る監督機能の強化に関する支援 
３．地域協議会（仮称）の立ち上げ支援    等 

評議員会に
よる承認 

情報の活用 

要望額 8.1億円 №４ 
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○ 生活保護制度については、次期生活扶助基準の検証（平成29年度）にあわせ、年齢、世帯類型、地域実態等を踏まえた保護
のあり方や更なる自立促進のための施策等の制度全般について、予断なく検討し必要な見直しを行うこととしている。 

  
○ このような状況を踏まえ、次期生活扶助基準の改正や生活保護制度の見直しの検討のため、 
  ① 一般世帯及び生活保護世帯の生活実態の調査費用 
  ② 保護動向等の詳細な把握及び分析費用等 
 について要求する。 

生活保護制度の見直し検討のための調査・研究 

 
１ 概要 

  一般世帯及び生活保護世帯の生活実態を調査し、今後の生活保
護制度の見直しに係る基礎資料とする。 

 
２ 要求内容 

  平成２８年国民生活基礎調査及び平成２８年度社会保障生計調
査の後続調査として一般世帯及び生活保護世帯に対する生活実
態を調査するために必要な費用及び集計・分析費用 

 
３ 調査の対象及び調査内容 
 ・調査対象   一般世帯：平成２８年国民生活基礎調査  
                        （所得票）の調査対象世帯（約４万世帯） 
          生活保護世帯：平成２８年度社会保障生計調査の調

査対象世帯（１，１１０世帯） 
  ・調査内容（検討中） 

   生活実態及び生活意識に関する調査（普段の生活、耐久財の
保有状況、親族・近隣とのおつきあい、住環境 等） 

 ・調査実施時期 平成２８年７月 
 
４ 所要額 ５８，２５７千円  

①家庭の生活実態及び生活意識に関する調査（仮称） 

要求要旨 

 
１ 概要 

  保護動向等を詳細に把握・分析等を行い、今後の生活保護制
度の見直しに係る基礎資料とする。 

 
２ 要求内容 

  世帯類型間の移動件数や平成２７年度改正の住宅扶助基準
への対応などを把握するためのシステム改修費及び民間シンク
タンクへの分析 

 
３ 対象及び内容等 
（１）生活保護業務データベースの改修  
   ・世帯類型間の移動件数 
   ・住宅扶助基準に対応する最低面積水準の状況 など 
 
（２）保護動向等に係る調査・研究 
   ・保護動向や保護に至る要因の詳細な把握・分析 
   ・改正生活保護法の施行状況等の把握 
   ・生活保護基幹システムの統合に向けた検討 等    
 
４ 所要額 １７３，７９１千円 
 

②保護動向等の適切な把握及び分析等 

№5 
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○ 改正生活保護法（平成26年7月1日）において、福祉事務所の調査権限が拡大されたことに伴い、年金調査等の重要度が 
 増大。 
 

○ 専門性の高い年金調査（年金加入歴、実際の職歴、年金保険料の収納状況等の確認）の実施。 
 

○ 要保護者が適切に年金を受給することにより、生活保護の適正化が図られる。 

趣 旨 

 年金調査について、保護申請時のケースも対象とする。 

事業概要 

（参考）改正生活保護法（施行期日：平成26年7月1日） 

福祉事務所の調査権限を拡大 
・「資産及び収入」に限定されている調査事項について、就労や 
 求職活動の状況、健康状態、扶養の状況等を追加。また、調査 
 対象に過去に保護を受給していた者を追加 
・福祉事務所が行う官公署等への情報提供の求めに対して回答を 
 義務付ける 

入口（申請・適用） 受給中 出口（自立） 

・面接相談 
・年金調査 
・資産調査 
・扶養調査 
・稼働能力調査 
・他法他施策 

・援助方針の策定 
・就労自立給付金の積立 
・自立に向けた支援 
 ・中間的就労 
 ・他法他施策の給付の申請 

・就労自立給付金の活用 
 社会保険料等の負担への対応 
・生活困窮者支援法との連携 
 保護脱却後の支援、住宅手当 
 等の活用 

年金調査（継続ケース） 申請時のケース 
（調査対象を拡大） 

事業イメージ 

（生活保護等） 
 

 足下の経済雇用情勢を踏まえ、就労支援を通じた保護脱却の推進のための
インセンティブ付けの検討など自立支援に十分に取り組むとともに、生活保
護の適用ルールの確実かつ適正な運用、医療扶助をはじめとする生活保護制
度の更なる適正化を行う。（以下、略） 

（参考）経済財政運営と改革の基本方針2015（平成27年6月30日閣議 
     決定）（抜粋） 

 

○ 「経済財政運営と改革の基本方針2015」（平成27年6月30日閣議決定）においても、「生活保護の適用ルールの確実 
 かつ適正な運用、医療扶助をはじめとする生活保護制度の更なる適正化を行う」とされている。 

政府要請 

生活保護における年金調査の推進 №6 
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介護ロボット開発加速化事業 

 介護ロボットの開発や普及を加速化させるため、全国で１０カ所程度を拠点施設として位置づけ、各地域で着想段階から上市段
階までに必要とされる事業（ニーズとシーズの連携・協調、試作品のロボットを用いた臨床評価、開発された製品の活用方法等の
普及など）を、開発支援コーディネーターを配置し、介護施設や開発企業と連携を図りながら一体的に提供できる体制を整備す
る。 

委託費補助（全国１０カ所程 
度、１カ所あたり5,000万円） 

【事業実施方法】 

概 要 

拠点施設に開発支援コーディネーターを配置し、 
①介護現場と開発企業との意見交換等を通じて、着想段階から介護現場のニーズに基
づいた開発テーマの実現可能性などの調整を行う協議会の設置 

②介護ロボットを活用した新しい介護技術の開発を支援 
など開発の各段階で必要な支援を介護現場、企業と連携を図りながら一体的に実施す
る。 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
  

着想 
段階 

開発 
段階 

上市 
段階 

○介護ロボットを活用した介護技術開発支援モデル事業 

○ニーズ・シーズ連携協調のための協議会の設置 

○モニタ－調査（臨床評価） 

○専門職によるアドバイス支援 

○関係機関の集まる会議等で実証結果等の周知 

○介護ロボットの展示・体験 

国 

拠点施設 

開発企業 

開発支援コー
ディネーター 

（各種調整等） 

介護施設・居宅
事業所 

開発支援コーディ
ネーターが調整を行

い一体的に支援 

事業内容 

№7-1 
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   ロボット技術を活用した自立支援機器開発促進                        
 
                                                               

 

【事業内容】 
○ マーケットが小さく事業化や実用的製品化が進まない障害者自立支援機器について、企業等が障害当事者 
 と連携して開発する取組に助成を行い、新たな企業の参入を促し、各企業が適切な価格で障害者が使いやす 
 い機器を製品化し、普及を図る。 
 

○ 加えて、筋電義手など、ロボット技術を活用した障害者向けの自立支援機器の開発促進を図る。 
 
  ※ 参考（筋電義手） 
     筋収縮時に発生し皮膚表面で計測される表面筋電位を用いてロボットハンドを制御する電動義手であり、    
   手指欠損者は、ロボットハンドが搭載されたソケットを断端部に装着し、義手として操作する。 
 

№7-2 要望額：０．８億円 
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 製品の普及 開発着手 ～ 試作 ～ 実証実験 ～ 製品化 

 実際に福祉機器を利用
等した上で、機器の改善
点や機器に関するニーズ
等を開発側に伝える。 

 福祉機器の展示・デモ
ンストレーションのほか、
障害当事者との意見交
換を実施。 

 開発者や研究者が持つ「シーズ」と障害当事者や福祉事
業所の職員等が持つ「ニーズ」のマッチングを目的とした交
流会を開催 

ニーズを持つグループ 
（ユーザー側） 

シーズを持つグループ 
（開発側） 

障害当事者、家族 
福祉事業所の職員等 

開発企業、大学の研究
者、リハ研究所等 

障
害
者
の
ニ
ー
ズ
を
的
確
に
捉
え
た 

障
害
者
自
立
支
援
機
器
の
開
発
着
手 

実
用
的
製
品
化 

開
発
さ
れ
た
新
製
品
等
を
公
開
し
、
障
害
者
等
に
普
及 

シーズとニーズのマッチング 

モニター評価 

《障害当事者・障害関係団体等》 

試作初号機の製作 試作２号機の製作 試作●号機の製作 

《実
用
的
製
品
化
開
発
の
流
れ
》 

http://4.bp.blogspot.com/-7-mF-b8L7ig/UxbJcbOL9yI/AAAAAAAAd6w/ayM3CY_w_tQ/s800/paralympic_wheelchair_basketball.png


地域における障害者自立支援機器の普及促進事業 

 【事業内容】 

 地域において核となるテクノエイドセンター（仮称）を県庁所在地等に設置し、障害者の自立支援機器に

関する相談窓口の設置、障害者向け支援機器の試用、利用者が選択するためのマッチング等を行う。 
     

 【実施主体】 

 都道府県、政令指定都市等 （委託可） 

製品の展示 相談 

試用 連携 

№7-3 要望額：地域生活支援事業
（470億円）の内数 

テクノエイドセンターの事業内容 地域における連携イメージ 
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【事業の流れ】 

 介護保険事業所におけるＩＣＴを活用した効率化を推進するため、①居宅介護支援事業所や居宅サービス事業所
の業務効率化及び事業者間の効果的な情報連携に資すると認められる取組事例の収集、②新規性・革新性のある取
組の実証研究、③取組事例の公表などについて、モデル事業として実施する。 

国 

市区町村 

委託先（事務局） 
 
 
 
 
 

ＩＣＴモデル 
モデル地区Ａ 

モデル地区Ｂ 

①委託費補助 

シ
ス
テ
ム
開
発
企
業
等 

⑥推薦 
③モデル地区 

協力依頼 

⑤応募 ④協力依頼 

⑦
採
択
・検
証
事
業
費
補
助 

⑧
検
証
結
果
報
告 

②ＩＣＴ活用モデルと
して応募 

（主な業務） 
・ICT活用モデルの公募 
・検証事業実施地区の選定 
・検証結果分析・公表 
・既存の取組事例の収集及び
事例集の作成 

・優良事例表彰 

○ 効率的・効果的な情報連携に資するＩＣＴを活用した取
組モデルの収集 

・ 効率的・効果的な情報連携や生産性の向上などを目的とするＩＣＴを活
用した取組モデルについて、公募により収集 

○ ＩＣＴを活用した取組に係る効果測定（実証研究） 
・ 収集した取組のうち一定の要件を満たすものを、地域の様々な事業所

間の情報連携が可能な仕組みとして再構築した上で、新たな取組とし
て複数地域における効果測定を実施し、結果を公表 

○ 取組事例集の作成 
・ ＩＣＴの活用により一定の効率化を実現している既存の取組について、

事例集として取りまとめ、公表 
 

【効果測定の対象となる取組の要件等】 
・効果測定の対象となる取組は、効率化に係る一定の水準を満たすと
ともに、多様な地域への導入可能性のあるものを採択 

（要件の一例）） 
・ 異なるサービス種別、法人間の情報連携に資すること 
・ 要綱に定める項目について、情報連携が図られていること 
・ 中小の事業者が導入可能な導入コストであること 

・１つの取組につき、複数地区において効果測定を実施 
・補助単価 １地区あたり3,000千円（※） 

 ※ システム開発経費は含まず、効果測定を実施する期間（3か月程度）に要
するランニングコストに相当する額 

居宅事業所間の効率的連携促進事業 

概 要 

事業内容 

№8-1 

16 
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（１）自治体におけるサービスの質の向上を促す 
   取組の推進 

   自治体（保険者等）が介護施設等の事業者に対し、サービスの質
の向上を促す取組を行う場合に補助を行う。 

  （実施主体）都道府県・市町村 
  （補助単価）1,000千円／自治体  

 

           （２）国による自治体（保険者等）に対する 
                    介護相談員派遣等事業等の普及促進 
 
 

 

（１）自治体におけるモデル的な取組の実施 

   介護施設等における、ＩＣＴや福祉用具の活用等によるサービ
スの効率性の向上や利用者のニーズに応じた適切なサービス提供
に資する取組について、モデル的に実施するための費用について
補助を行う。 

  （実施主体）都道府県・市町村 
  （補助単価）17,000千円／自治体  
 

（２）国によるモデルの分析・評価・普及 

  （１）のモデル事業に実施に際して、参考となる先駆的な 事例

の収集や必要に応じて助言等を行うとともに（１年目）、モデル事
業の成果等について収集・分析し、効率的・効果的なサービス提供
に資する取組の普及を図る（２年目）。 

 介護ニーズが増加する一方、労働力人口が減少する状況を踏まえ、介護施設等における効率的かつ良
質で効果的なサービス提供を促進する。 

・介護施設等におけるサービスの効率性の向上 
・利用者のニーズに応じた適切なサービス提供 
・当該施設の課題分析・問題解決    等 

福祉用具等の効率的な活用 

ベテラン職員のノウハウの

見える化 
ＩＣＴの活用 

介護施設等の効率性向上促進モデル事業 
【 具体的な取組例 】 

異業種の経営者や他の介護事業者等との意見
交換や情報共有 

介護サービスの質の向上推進事業 

【 具体的な取組例 】 
 ・第三者評価の受審率向上に向けた取組 

 ・介護相談員の受入拡大に向けた取組 等 

介護相談員派遣等事業 

  市町村（保険者）が、介護施設等へ介護相談員を派遣

し、利用者の不安等の解消を図るとともに、サービス担当
者と意見交換等を行う。 

介護施設等の効率性向上促進等事業（新規） 

概 要 

№8-2 
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要望額：２．３億円 
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・ 小規模事業者では困難なスキル
アップ機会の提供 

・ 地域の人材のネットワーク化とサー
ビスレベルの均一化 

         小規模事業者を含む地域の事業者の連携事業  

○ 小規模事業者を含む地域の事業者の連携による人材育成の共同実施や人材交流等をモデル事業として実
施し、生産性向上の効果に係る分析・検証を行うほか、取組の推進を図る。 

（交付の流れ） 

（実施主体） 市区町村（１０箇所程度） 
 
（補  助  額） １市区町村当たり ５百万円程度 
 

※ 本モデル事業は、産官学の協働による介護活性化・
生産性向上推進拠点とも連携の上、実施 

市区町村（広域連合を含む。） 

国 

①補助 ⑥報告 

調査検証委員会 

介護事業者 
（モデル事業の実施） 

②委託 
③生産性向
上実施計画
の策定 

④
補
助 

⑤生産性向
上に係る効
果の報告 

検証 

（モデル事業の実施イメージ） 

Ｂ事業者 Ｃ事業者 

Ｄ事業者 Ｄ事業者 

Ａ事業者 

複数事業者の共同に 
よる合同研修の開催 

日常生活圏域 
レベルでの連携 

・ 異なる事業者・サービスにおける経

験による多様なスキル（認知症、医
療的ケア等）の獲得 

・ 地域のロールモデル人材の育成 

在籍出向等による 
異なる事業者間での 

人材交流の推進 

※その他、管理業務の共同実施等も想定 

№8-3 要望額：０．５億円 
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短期的な普及促進の支援 

      産学官の協働による介護活性化・生産性向上推進拠点の整備 

産学官の協働による介護活性化・生産性向上推進拠点 

○ 「サービス産業チャレンジプログラム」（平成27年4月15日日本経済再生本部決定）では、横断的に「サービス品質の
見える化を進め、質の高いサービスが消費者に評価される仕組みを広く普及していく」こととしている。 

○ 他方、介護の生産性については、個々の現場で区々に捉えており、切磋琢磨が進みにくく、取組の方向性を統一的
に取りまとめることが必要。このため、産学官のプラットフォームを構築し、生産性の「見える化」と尺度の共通化に向
け、モデル事業の評価や現場レベルでの普及上の課題を検証。 

○ 29年度以降もプラットフォーム機能を活用し生産性向上に向けた各種取組（研究等）を推進 

効果的・効率的な介護サービス提供の
ためのモデル事業 

小規模事業者
の連携 

介護施設等の 
効率性向上 

（ＩＣＴの活用等） 

居宅介護支援事
業所と居宅ｻｰﾋﾞ
ｽ事業所の連携 

報告 

評価・分析 

現場の課題・ニーズを 
踏まえた普及方策の提示 

地域包括ケア「見える化」 
システムのＤＢの活用 

各種調査研究に対する補助 

各種調査研究の実施 
蓄積された臨床データの統合 

長期的な生産性の「見える化」と共有化に向けた検証による普及 

学 
大学やシンクタンクの 

アカデミア 

産 
介護事業者、職能団体、 

ロボット、ＩＴ企業等 

官 
厚生労働省等 

支援 介護ロボット・福祉用具の開発・普及 

質の高い人材の確保 

その他の取組 

自治体等 

報告 

効果的・効率的なｻｰﾋﾞｽ提供ﾓﾃﾞﾙの分析・評価 

№8-4 要望額：０．２億円 
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○ 2025（平成37）年に向け、介護現場で医療ニーズへの対応を含めた専門性を持ち、中核的な役割を果たす人材を確保する
ことが求められている。 

○ 介護職で唯一の国家資格である介護福祉士については、「社会福祉法等の一部を改正する法律案」が成立した場合介護福
祉士養成施設の卒業生に対する国家試験の義務付けが漸進的に導入され、また、喀痰吸引等の医療的ケアを介護福祉士
の業務として行うことが予定されている。  

○ そのため、介護福祉士養成施設卒業者に対し、従前からの修学資金貸付事業の内容を拡充し、国家試験受験対策費用の
支援を行うことにより、質の高い介護実践や他職種との協働によるチームケアなど介護現場の中核的な役割を担う質の高い
介護人材の養成を推進し、介護の質の確保と生産性の向上を図る。 

     介護福祉士等修学資金貸付事業 №9-1 要望額：６．１億円 

【介護福祉士・社会福祉士養成施設の学生】  

（卒業後原則１年以内に福祉・
介護の仕事に就職） 

（他産業に就職） 

【実施主体】 

 都道府県又は都道府県が適当と認める団体 

【補助率】 

 国２／３、都道府県１／３ 

 

（貸付条件） 

○貸付額（上限） 
ⅰ 介護福祉士又は社会福祉士養成施設修学者 

ア 学    費    5万円（月額） 

イ 入学準備金 20万円（初回に限る） 

ウ 就職準備金 20万円（最終回に限る） 

エ 国家試験受験対策費用  4万円（年額）  

※介護福祉士養成施設修学者のうち平成29年度以降の 

  卒業見込者に限る 

オ 生活費加算 4.2万円程度（月額）  

 ※生活保護受給者及びこれに準ずる経済状況の者に限る 

ⅱ 実務者研修受講者 一人当たり20万円 

（途中で他産業に転職） 貸付 

【福祉・介護の仕事】 

借り受けた修学
資金の返済を全
額免除。 

【他産業の仕事】 

借り受けた修学
資金を実施主体
に返済。 

５年間福祉・介護の 

仕事に継続して従事 
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都道府県福祉人材センター 

○ 届出システム（離職者）から

福祉人材情報システム（求職
者）へのスムーズな移行 

  （シングルサインオン等） 
○ 研修・講習会や事業所見学

会、就職フェア等のイベント
情報の共有 

○ 求職者向け・離職者向けそれ
ぞれのポータルサイトを連動 

離職介護福祉士届出システムの創設 

 
 
 

離職介護福祉士届出システム 
（新システム） 

 
 
 
 

 
福祉人材情報システム 

（既存システム） 
 
 
 

連  携 

事業所 

離職者 

求職者 

求職登録 

求人登録・ 
届出の一括登録 

情報提供 
 ・研修会 
 ・イベント 
  （就職フェア等） 
 ・事業所見学会 
 ・介護関連ニュー

ス 

届出 

職業紹介・ 
情報提供 

中央福祉人材センター 
 ○ システムの開発及び運用・保守 
 ○ 調査・統計分析  
  ※ システムのサーバ機器等は中央センターに設置 

・離職届の受付・管理 
・離職者向け情報の管理  

・求人票の受付・管理 
・求職票の受付・管理 
・研修・説明会等の情報管理 

・届出情報を分類・分析 
・離職者の状態像にあわせた情報提供 

求職情報の
提供 

届出 

個
人
情
報
保
護
の
た
め
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
強
化 

○ 潜在介護福祉士対策の強化のため、改正社会福祉法案が成立した場合、離職した介護福祉士の届出シス
テムを新たに創設。既存システムについても併せて当該新システムとの連携のための改修を行うほか、システ
ム全体として個人情報保護のためのセキュリティ強化のための対策を講じる。 

※看護師等についても同様に離職した看護師が情報を届け出る制度があり（平成27年10月施行）、中央ナースセンターに離職者にかかる届出システ
ムが整備されている。 

№9-2 要望額：３．４億円 
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○未就学児をもつ潜在保育士に対する保育所復帰支援 

  未就学児を有する潜在保育士（保育士資格を有する者であって、保育士として勤務していない者）が、保育士として保育所等
への勤務を希望する場合、当該保育士の未就学児を優先的に保育所等に入所させるとともに、当該保育士が支払うべき未
就学児の保育料の一部を支援する。 

【潜在保育士】 【保育所等】 

【市町村】 

再就職 

子どもの保育所への入所 

子どもの保育所 
入所の優先決定 

保育料の 
半額補助 

○潜在保育士の再就職促進 

  潜在保育士（保育士資格を有する者であって、保育士として勤務していない者）が、保育士として保育所等に勤務す
ることが決定した場合、就職準備金を助成する。 

  ※１回限り。支給条件として就職後一定程度の保育所等への勤務要件あり。 

【潜在保育士】 【保育所等】 

【市町村】 

再就職 

就職準備金の支給 

就職準備金の 
支給 

申請 

潜 在 保 育 士 の 再 就 職 支 援  要望額：６．７億円 №10 
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       マネジメント・多職種連携能力向上研修プログラムの開発・実施 

○ 限られた人材を有効に活用する観点から、介護人材の機能分化を進めることとしており、チームケアのリーダーとし
てのマネジメントの能力や他職種との連携の能力を有する職員の育成が求められている。これらの能力獲得及び指
導者養成のための研修プログラムの開発を行い、全国に展開する。 

（事業内容） 
○ カリキュラム作成検討委員会の設置 
○ 研修カリキュラムの作成（指導者用、介護職員用） 
○ 参加者を集いモデル研修を実施 

要望額：０．１億円 №11 

マネジメント機能 
他職種連携機能 
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